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受付期間・場所・時間

１月26日（月）～３月16日（月）
役場庁舎　地下会議室　９時～12時、13時～17時

税務署、役場とも土・日曜日と祝日は閉庁日となっています

所得税の還付申告

○

○

○

　

　

　

所得税の納付申告
　

　

住 民 税 の 申 告
　

　

住民税の住宅ローン控除の申告
（毎年申告が必要です）

の申告申告が始まります始まります所得税確定申告所得税確定申告
住民税（町道民税）住民税（町道民税）のの申告申告がが始まります始まります所得税確定申告所得税確定申告
住民税（町道民税）住民税（町道民税）

所得税の確定申告書が国税庁ホームページで作成
できます。詳しいことはホームページをご覧ください。


